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「神戸からの発信ネットワーク」
平成22年度
市民企画事業助成のご案内
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　これからの神戸づくりを踏まえた｢元気な神戸｣を発信する事業（平成２２年５月～平成２２年１２月実施分）を広く募集し、審査の結果採用された事業について、資金助成を行います。
申請受付：平成２２年２月１５日（月）から２月２６日（金）まで
申請の受付時間は、平日9時から12時、13時から17時です。

土日祝日は、受付を行いません。
「神戸からの発信ネットワーク」事務局

〒650－8570　神戸市中央区加納町６－５－１
ＴＥＬ：０７８－３２１－７５６０
ＦＡＸ：０７８－３２２－６００９
ＵＲＬ：http://www.kobe-hasshin.net
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これからの神戸づくりを踏まえた｢元気な神戸｣を発信する事業を支援します

市民の団体や地域の団体が自ら企画・実施し、これからの神戸づくりを踏まえた｢元気な神戸｣を発信する事業に対して資金の助成を行います。
対象となる事業は・・・
①ネットワークの趣旨（２ページ参照）に合致し、これからの神戸づくりを踏まえた「元気な神戸」を発信する事業であること。

②総事業費が30万円以上かつ400万円以下の事業
であること。
③実施団体の構成員以外の方が広く参加できる事業であること。
④神戸市内で実施される事業であること。

＜注意事項＞

(1)これからの神戸づくりを踏まえた「元気な神戸」を発信する事業とは、
　　・これからの神戸づくりを先導するような新たな取り組み

　　・これからの神戸づくりを考える取り組み

　　で、かつ

　　・「元気」な姿をアピールできる取り組み

　　・「元気」を共有できる取り組み
　　・「元気」で前向きな取り組み

　　であることをいいます。

(2)事業実施により発信したい「元気な神戸」のイメージについて、事業計画書(様式２)に記入いただきます。

　　例．にぎわいのある神戸、環境にやさしい神戸、
安全・安心な神戸、おしゃれな神戸　等

(3)次のような事業は助成の対象となりません。

①物品等の製作を目的とした事業。 
②神戸市及び神戸市の外郭団体、兵庫県及び兵庫県の外郭団体による他の金銭的援助を受ける事業。

③営利を主目的とした事業。

④宗教的活動、政治的活動。
⑤法令に違反する事業。

対象となる期間は・・・

平成２２年５月１日～平成２２年１２月３１日までです。この期間中に実施される事業が対象となります。

※対象期間中、同一団体が複数回実施する同一事業については、１回に限り助成の対象となります。
対象となる団体は・・・
市民の団体や地域の団体です。ただし、規約を有し、代表者や会計責任者を明確にし、事業を実施することができる体制を整えている必要があります。
※企業は対象外です。

※暴力団又は暴力団と密接に関連する団体は対象外です。
対象となる経費は・・・

①出演費　　　　　　　②会場・附属施設使用費　　③会場設営・撤去費
④音響・照明費　　　　⑤会場運営進行費　　　　　⑥会場整理・警備費
⑦広報宣伝費、記録費

⑧事務用品費、通信費、会議費、コピー代、備品購入費等の事務局運営経費（上限５万円）
⑨その他事業の実施に必要な経費で㈶神戸国際観光コンベンション協会会長（以下、「協会会長」という。）が認めるもの
※次の経費は助成の対象になりません。
①事業の企画費（アイデア料）
②物品の展示、発表、研究成果発表等を主たる目的とした場合、当該物品に係る制作費、研究費
③飲食費（当日や準備日に必要な飲食費で、協会会長が認めるものは対象とする。）
④他の団体・個人への助成金又は寄附金
⑤事業実施団体の構成員の人件費
⑥事業実施団体の組織維持に係る経費
⑦雨天等により事業が中止になった場合にそれまでにかかった経費
⑧領収書がない等、使途が不明な経費

⑨その他、協会会長が適当と認めないもの
助成の金額は・・・
助成対象経費の３分の２以内の金額（ただし、５０万円限度）
を助成します。
申請は・・・

①申請用紙に必要事項を記入の上、「神戸からの発信ネットワーク」事務局まで直接持参してください。（７ページ参照）
②申請の受付時間は、平日9時から12時、13時から17時です。土日祝日は、受付を行いません。
※郵送による受付はいたしません。

※申請用紙はホームページからダウンロードができます。

ホームページＵＲＬ　http://www.kobe-hasshin.net
審査は・・・

①一次審査　要件について審査するとともに事業の実施による効果、計画性、独自性、将来性、新規性等について、一次審査（書類審査）を行い、40件程度に絞り込みます。審査後、各申請団体に審査結果をお知らせします。

②二次審査　3月27日（土）、28日（日）に二次審査を行います
ので、一次審査を通過した団体は、必ず出席してください（必ずしも代表者が出席する必要はなく、関係者でかまいません）。なお、二次審査に欠席した場合、不採用といたします。

「神戸からの発信ネットワーク」内の審査委員会が、要件について審査するとともに事業の実施による効果（どのような「元気な神戸」の姿を発信できるか）・計画性・独自性・新規性・将来性等について審査します。

二次審査では事業説明及び質疑応答の審査（合計10分程度）を予定しています。

審査については、予算総額1,000万円の範囲内で助成金交付決定を行います。審査の結果、申請額を下回った交付決定を行う場合がありますので、ご了承ください。
二次審査の結果については、4月中旬ごろ交付決定通知書または不採択通知書により通知します。
助成金交付までの流れは・・・

１．交付申請

交付申請に必要な書類を作成し、「神戸からの発信ネットワーク」事務局まで、ご持参ください。窓口で内容をチェックしたうえ、記載事項が整ったものは受付を行います。

２．審査

前述のとおり、一次審査及び二次審査を行います。
３．変更申請

助成金交付決定後、次にあたる場合は事業計画の変更を申請してください。

・決定団体の組織が変更する場合

・代表者、事務担当者、会計責任者が変更する場合（代表者等の変更に伴い実施主体の規約等の変更がある場合は、規約等を提出してください。）
・事業内容が大きく変更する場合

・助成予定額が２０％以上減額する場合

・その他、協会会長が重大と認める場合

　※事業内容、実施日時等、事業を実施する前に変更がわかる場合は、必ず事業実施前に申請書類（Ｐ６参照）を提出してください。

４．実績報告
事業終了後３０日以内に、事業実績報告書・助成金請求書及び収支決算書に、領収書の写し、記録写真、ちらしやパンフレット、プログラム等の広報印刷物等を添えて「神戸からの発信ネットワーク」事務局へ提出してください。
事業実績報告書等の内容を審査したうえ、助成金交付額を決定し、助成金を交付します。なお、事業実績報告書等の審査により、助成金確定額が助成予定額を下回る場合があります。
提出書類は・・・

	交付申請のとき
	助成金交付申請書（様式１）
事業計画書（様式２）
収支予算書（様式３）
団体概要書（様式４）、団体規約等
（申請内容によって団体の構成員名簿の提出を求める場合があります）

	事業実施までに
	招待券など２部（入場料を取るなど参加料が必要な場合）

パンフレットやちらしなど

	事業内容等の

変更のとき
	事業計画変更承認申請書（様式６）
団体概要書（様式４）（代表者・事務担当者・会計責任者に変更があった場合）

団体規約等（団体規約等の変更があった場合）

	実績報告のとき
	事業実績報告書・助成金請求書（様式９）
振込先口座の通帳の写し（表紙及び１枚目）

受領委任状兼口座指定書（様式１２）（支払口座が申請団体と異なる場合）
収支決算書（様式１０）

様式１０の決算額を証明する領収書の写し
記録写真

ちらしやパンフレット、プログラム等の広報印刷物（２部）
（事前に未提出分のみ提出してください）

	事業中止のとき
	事業中止届出書（様式８）


※提出いただいた個人情報については、市民企画事業助成以外の目的には利用いたしません。
助成金の交付は・・・
①助成金の交付は、事業実績報告書等の書類審査が終了し、助成金を確定した後になります。
②事業実績報告書等の提出期日は、事業完了日から３０日以内です。
③虚偽の申請などがあった場合は、助成金交付決定を取り消し、助成金の一部または全額の返還を命ずる場合があります。

· 必要に応じて、事業準備期間中などに調査させていただくことがあります。
この助成は・・・

この助成は、㈶神戸国際観光コンベンション協会が、「神戸からの発信ネットワーク」と連携して実施するものです。

申請など窓口業務は、すべて「神戸からの発信ネットワーク」事務局が行います。

お問い合わせは・・・
「神戸からの発信ネットワーク」事務局まで。

ＴＥＬ：０７８－３２１―７５６０

ＦＡＸ：０７８－３２２―６００９
担当者は常駐していませんので、窓口へお越しの際は、事前にご連絡ください。

市民企画事業助成制度全体の流れ（平成22年度募集分）
	申請団体
	「神戸からの発信ネットワーク」

	












	



様式１（第８条関係）

受付番号第　 　　　　　号

平成　 　年　 　月　 　日
財団法人 神戸国際観光コンベンション協会 会長 あて

	申

請

者
	住　　所
	〒６５２－○○○○
神戸市兵庫区○○○

	
	名　　称
	特定非営利活動法人

子どもいきいきまちづくり　　　　　　印※

	
	代表者名

連絡先
	代表者

　　神戸　太郎

  TEL （０７８）５１１ －○○○○
  FAX （０７８）５１１ －○○○○


「神戸からの発信ネットワーク」市民企画事業助成金交付申請書

　下記の事業を行うにあたり、関係書類を添えて助成金の交付を申請します。

記

	 １　事　業　名
	　自然の中での子どもいきいきプロジェクト


	 ２　総事業費
	４４０，０００ 円　（d）＋（e）

	 ３　助成金申請額
	２６６，６６６ 円　（c）


　４　添付書類

　　　　事業計画書（様式２）

　　　　収支予算書（様式３）

　　　　団体概要書（様式４）及び団体規約等

※備考　申請者の印は、団体印（ない場合には、代表者の印）を使用してください。
様式２（第８条関係）
事　業　計　画　書

	事　業　名
	　自然の中での子どもいきいきプロジェクト

	実施年月日
	　平成２２年７月２４日（土）

	実施場所
	　六甲山系

	事業内容
	どのようなことをするのか、事業の内容を具体的に記入してください。

神戸市内に住む子どもを持つお父さんやお母さんと子どもたちを対象に、自然観察のプロが植物や昆虫の観察、花や草などを使った遊び方などを実地技術指導します。

７月２４日、10時に地下鉄新神戸駅改札前に集合。オリエンテーリングをしてから、再度山に登り、技術指導をします。

指導内容は

　・山の歩き方

　・川遊びの留意点

・食用できる草やきのこなどの紹介

・昆虫観察

・草笛や花輪などの作り方

　などで、15時までに実地研修を終わり、16時に下山する予定です。

　募集は、５月に市内の保育所や幼稚園に案内を送り、参加を呼びかける予定です。

　定員は100名としますが、募集多数ならば増員も考えていく予定です。

※この事業に関して、六甲山砂防事務所や公園管理事務所等との調整は済んでいます。

	事業の目的・効果
	今回の事業により、どのような「元気な神戸」の姿をどう発信するのか。
「子どもがいきいきしている神戸」

	
	事業を行うことの目的や効果、アピールポイントを記入してください。
家のまわりや身近な自然で遊べるワザやコツを身につけてもらい、子どもたちに自然の楽しみ方や自然の大切さなどを教えることが目的です。
阪神・淡路大震災で人と人との絆の大切さをあらためて学びましたが、自然とふれあいながら親と子どもとの絆を強めてもらうとともに、親から子どもに自然環境の重要性を学んでもらえるよい機会を作ることにより、子どもがいきいきしている神戸のまちを発信したい。

	今後の事業展開
	今回の事業実施後、どのように展開していく予定かを記入してください。

　今回は、自然に親しむきっかけづくりであり、今後は、教室での講座や実地研修などを有料で行い、最終的には、受講者が自然環境の大切さや地球温暖化への取り組みにまで興味を持つように展開したい。

	参　加　者
	参加予定者数及び参集範囲を記入してください。

参加予定者数：　　　１００　人
参集範囲：　　神戸市内

	そ　の　他
	その他特記すべき事項があれば記入してください。




備考　別に企画書を作成されている場合は、この書面に必要事項を記入のうえ当該企画書を添付してください。

様式３（第８条関係）
収　　支　　予　　算　　書

１　収入の部

	区　　　　　　　分
	内　　　　　訳
	金　額（円）

	寄附金・協賛金・広告料
	協賛金

株式会社△△　　30,000円
有限会社□□　　30,000円

広告料

○○商店　　　　　20,000円

△○株式会社　　20,000円
	１００，０００円

	入場料・参加料その他事業収入
	参加料
　＠500　×　100人　＝50,000
	５０，０００円

	その他の収入
	
	

	小　計　　　　　　　　 （ａ）
	
	１５０，０００円

	自己負担金　　　　　　 （ｂ）
	
	２３，３３４円

	助成金申請額　　　　　 （ｃ）
	
	２６６，６６６円

	合　計 （ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）
	
	４４０，０００円


備考１　寄附金・協賛金・広告料については、拠出者名も記入してください。
２　入場料・参加料その他事業収入については、内訳を記入してください。

２　支出の部

	区　　　　分
	内　　　　　　　訳
	金　　額（円）

	助

成

対

象

経

費
	出演費
	技術指導員（交通費込み）
（○○協会から２名）
	３０，０００円


	
	会場費
	会場使用料（○○会場）
案内板（90cm×180cm　２枚）

	５０，０００円
１５，０００円


	
	広報宣伝費

・記録費
	ちらし印刷費　　＠50　 ×　1000枚
ポスター印刷費　＠200 ×　　100枚

写真撮影費、現像代
ちらし発送費　　＠80　 ×　 500枚


	５０，０００円
２０，０００円

３０，０００円

４０，０００円

	
	人件費
	当日受付、誘導アルバイト　
＠800　×　８時間　×　１０人

	６４，０００円


	
	事務局運営費

（上限５万円）
	消耗品（筆記用具、付箋紙、のり、ファイル、模造紙）
コピー代（打合せ資料）
事務連絡通信費（郵便代）
	５，０００円
１０，０００円

１５，０００円

	
	
	事務局運営費計
	３０，０００円

	
	その他
	イベント保険（傷害保険）
参加証印刷費　　   ＠ １００　×　１００人

当日配布資料　　   ＠ １６０　×　１００部
事前現地視察交通費＠２，０００×５人

（交通費は実費精算します）

ワークショップ材料費　＠ １００ ×１００人
機材運搬費（軽トラックレンタル）
	１０，０００円
１０，０００円
１６，０００円
１０，０００円

１０，０００円

１５，０００円

	助成対象経費　小計（ｄ）
	４００，０００円

	対象外経費
	スタッフ人件費　＠８，０００×５人
	４０，０００円

	
	小計　　　　　（ｅ）
	

	合　　　計（ｄ）＋（ｅ）
	４４０，０００円


（注）収支の計はそれぞれ一致する。

様式４（第８条関係）
団　　体　　概　　要　　書

	(ふりがな)

団体名称
	とくていひえいりかつどうほうじん　こどもいきいきまちづくり
特定非営利活動法人

子どもいきいきまちづくり
	法人格の有無


　　 有　・　無

	事務担当者
（連絡先）
	(ふりがな)　　ちゅうおう　はなこ
氏　　　名 　中央　花子

	
	住　　　　〒６５０－○○○○　神戸市中央区△△△

	
	電話番号　（ ０７８ ）３２２　－　○○○○

	
	Ｆ　Ａ　Ｘ　（ ０７８ ）３２２　－　○○○○

	代　表　者
	(ふりがな) 　 こうべ　たろう

氏　　　名 　神戸　太郎

	
	住　　　所　〒６５２－○○○○　神戸市兵庫区○○○

	
	電話番号　（ ０７８ ）５１１　－　○○○○

	会計責任者
	(ふりがな)　　みかげ　じろう
氏　　　名 　御影　次郎

	
	住　　　所　〒６５８－○○○○　神戸市東灘区□□□

	
	電話番号　（ ０７８ ）８４１ － ○○○○

	設　　　立
	 平成１７年　１　月
	構成員　　　２５　人

	設立目的
	子どもがいきいきとくらせるまちづくりを目的として設立。

	会　　　費
	特になし

	入会資格
	規約に定める（別紙添付）

	主な活動実績
	 年　月

	内　　容


	規　約　等
	 団体規約等を添付してください。（コピー可）


「神戸からの発信ネットワーク」

市民企画事業助成に関する要綱

（趣　旨）

第１条　この要綱は、財団法人神戸国際観光コンベンション協会が、「神戸からの発信ネットワーク」（以下「ネットワーク」という。）と連携し、市民や地域の団体が自ら企画・実施し、震災の経験や教訓、復興への取り組み、これからの神戸づくりを発信する「神戸からの発信」事業に要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定める。

（事業募集）

第２条　前条の事業については、ネットワークは、毎年度、１回に限り募集するものとする。
（対象団体）

第３条　助成の対象となる団体は、規約を有し、代表者、会計責任者等を明確にした団体で、企画した事業の実施体制を整えている団体とする。

2　前項の団体については、営利を追求することを主目的とする団体及びこれらの団体で組織する団体もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第77号）」第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体は除く。ただし、営利を追求することを主目的とする団体及びこれらの団体で組織する団体であっても、営利を追求することを主目的としない他の団体と共同で、規約を有し、代表者、会計責任者等を明確にした組織を構成し、事業を実施する場合はこの限りではない。

（助成対象事業）

第４条　助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

(1)　別に定めるテーマを発信する事業であること。

(2)　別に定める期間に神戸市内で実施される事業であること。ただし、期間中に複数回実施される同一の事業については、１回に限り助成の対象とする。

(3)　総事業費が30万円以上かつ400万円以下の事業であること。
(4)　実施団体の構成員以外の者が広く参加できる事業であること。

(5)　物品等の製作を目的とした事業でないこと。

(6)　神戸市及び神戸市の外郭団体、兵庫県及び兵庫県の外郭団体による他の金銭的援助を受けない事業であること。

(7)　営利を主目的とした事業でないこと。

(8)　宗教的活動又は政治的活動でないこと。

(9)　法令に違反する事業でないこと。

（助成金額）

第５条　助成金の額は、助成対象経費の３分の２以内で50万円を上限とし、財団法人神戸国際観光コンベンション協会会長（以下「会長」という。）が決定する額とする。

（助成対象経費）

第６条　助成の対象となる経費は、次に掲げるもののうち、会長が必要かつ適切と認めるものとする。

(1)　出演費

(2)　会場・附属施設使用費

(3)　会場設営・撤去費

(4)　音響・照明費
(5)　会場運営進行費

(6)　会場整理・警備費

(7)　広報宣伝費、記録費

(8)　事務用品費、通信費、会議費、コピー代、備品購入費等の事務局運営経費（上限５万円）

(9)　その他事業の実施に必要な経費で会長が認めるもの

（助成対象とならない経費）

第７条　助成の対象とならない経費は、次に掲げるものとする。

(1)　事業の企画費（アイデア料）

(2)　物品の展示、発表、研究成果発表等を主たる目的とした場合、当該物品に係る制作費、研究費

(3)　飲食費（当日や準備日に必要な飲食費で、会長が認めるものは対象とする。）

(4)　他の団体・個人への助成金又は寄附金

(5)　事業実施団体の構成員の人件費

(6)　事業実施団体の組織維持に係る経費
(7)　雨天等により事業が中止になった場合にそれまでにかかった経費
(8)　領収書がない等、使途が不明な経費

(9)　その他会長が適当と認めないもの

（申　請）

第８条　助成を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、別に定める期限までに、助成金交付申請書（様式1）、事業計画書（様式２）、収支予算書（様式３）、団体概要書（様式４）、団体規約等により申請するものとする。

（審　査）

第９条　ネットワークは、申請のあった事業について、一次審査として書類審査によりこの要綱に定める要件を審査するとともに40件程度に選定し、二次審査として申請団体から企画内容の説明を求め、事業の実施による効果、計画性、独自性、将来性、新規性等について公開審査する。

２　ネットワークは、審査の結果を会長に報告する。

（助成金交付の決定等）

第１０条　会長は、申請のあった事業について、前条第２項の報告に基づき、助成金の交付及び助成予定額を決定し、交付決定通知書（様式５－１）または不採択通知書（様式５－２）により、申請団体に通知する。なお、会長は、予算の範囲内で助成予定額を調整することができる。

２　前項における平成22年度の予算総額は1,000万円とする。

３　会長は、第１項の場合において、助成金の交付の目的を達するために必要な条件を付すことができる。
（事業の変更）

第１１条　助成金交付の決定を受けた団体（以下「決定団体」という。）は、申請した事業について、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ会長に届け出なければならない。なお、助成予定額を上回る金額の変更については、決定団体は申請できないものとする。
２　前項の変更のうち、次に掲げる重大な変更に該当する場合、決定団体は、あらかじめ事業計画変更承認申請書（様式６）を会長に提出し、承認を得なければならない。

(1)　決定団体の組織が変更する場合
(2)　団体概要書（様式４）に記載した代表者、事務担当者、会計責任者が変更する場合
(3)　事業内容が大きく変更する場合
(4)　助成予定額が２０％以上減額する場合
(5)　その他会長が重大と認める場合

３　会長は、前項に定める事業計画変更承認申請書が提出された場合、その適否を判断し、変更を承認すべきと認めた場合は、速やかに変更を承認し、事業計画変更承認通知書（様式７）により、決定団体に通知するものとする。ただし、代表者等の変更の場合、事業変更承認通知書の通知を省略できるものとする。

４　会長は、前項の判断を行う場合、ネットワークに意見を聞くことができる。

（事業の中止）

第１２条　決定団体は、申請した事業を中止する場合は、事業中止届出書（様式８）を会長に提出しなければならない。

（助成金の交付）

第１３条　決定団体は、事業完了日から３０日以内に、事業実績報告書・助成金請求書（様式９）及び収支決算書（様式10）に、領収書の写し、記録写真、ちらしやパンフレット、プログラム等の広報印刷物等を添えて会長に提出しなければならない。

2　会長は、前項に定める事業実績報告書等を審査のうえ助成金の交付額を決定し、助成金交付額決定通知書（様式11）により、決定団体に通知するとともに助成金を交付する。

（助成金の振込口座）

第１４条　助成金の振込先は、決定団体の口座とする。

２　口座の名義が決定団体と異なる場合は、団体印を押した受領委任状兼口座指定書（様式12）を提出しなければならない。ただし、決定団体の構成員以外の団体、個人等への委任は認めない。

（調　査）

第１５条　会長は、必要と認めるときは、決定団体に対して、事業の関係資料の提出を求めるなど必要な調査を行うことができる。

２　会長は、調査の結果、不適当な事項を発見した場合は、必要な措置を命ずることができる。

（助成の取り消し）

第１６条　会長は、決定団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。また、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1)　助成金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(2)　事業を中止したとき又は事業が第４条第２号に定める期間中に実施しないとき。
(3)  助成金を他の用途に使用したとき。
(4)　事業内容の変更により助成要件に該当しなくなったとき。
(5)　前条の調査又は必要な措置の命令に従わないとき。
(6)　助成金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。 

(7)　その他会長が助成金を交付するに適しないと認めたとき。 

2　会長は、前項による助成の取り消しを決定した場合は、速やかにその決定の内容を助成金交付決定取消通知書（様式13）により、決定団体に通知するものとする。

（助成金の返還）

第１７条　会長は、前条第1項の規定により既に交付のあった助成金の一部又は全部の返還を命じる場合、取り消しの決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命じるものとする。

（加算金及び遅延利息）

第１８条　前条の規定により助成金の返還を命じられた団体は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を会長に納付しなければならない。

２　助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかった団体は、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を会長に納付しなければならない。

（事業実績報告書等の備え置き及び閲覧）

第１９条　助成金の交付を受けた団体は、第１３条第1項に定める事業実績報告書等を、事業が完了した年度の翌年度から5年間、主たる事務所等に備え置かなければならない。

２　助成金の交付を受けた団体は、その構成員その他の利害関係人から事業実績報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

（補則）

第２０条　この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は会長が定める。

附　則

この要綱は、平成22年1月20日より施行する。

書き方見本








書き方見本





そごう





書き方見本





マルイ





注)事務局で日付を書き込みますので記入不要です。





阪急三宮駅





事業実施前にパンフレットやちらしを提出ください





（助成予定額が


助成申請額を


下回る場合あり）





一次審査通過





不採択通知





ＪＲ三ノ宮駅





ポートライナー


三宮駅





阪神三宮駅








一次審査





「神戸からの発信ネットワーク」とは・・・


「神戸からの発信ネットワーク」は「震災１０年　神戸からの発信」の理念を継承し、震災の経験・教訓、復興への取り組みの成果・課題、これからの神戸づくりを発信する事業などの企画及び推進を行い、安全で｢元気な神戸｣のまちづくりに資することを目的とし、「震災１０年神戸からの発信」事業を推進した同推進委員会の委員（市民、学識経験者、企業経営者、神戸市）により、自ら同事業を継承し、実行する者で構成しています。





（参考）「震災１０年　神戸からの発信」


平成１６年１２月から平成１７年１２月の間、これまでに学んだ震災の経験や教訓、復興への取り組み、これからの神戸づくりの方向などを、国内外からいただいたご支援への感謝を込めて発信し、安全で安心な魅力あふれる２１世紀の神戸のまちづくりのきっかけとするため、市民・事業者・行政が、協働と参画の理念に基づき、それぞれ主体的に事業を実施しました。





不採用





神戸国際会館






































東遊園地





地下鉄三宮駅








地下鉄海岸線


三宮・花時計前駅





フラワーロード





「神戸からの発信ネットワーク」窓口


神戸市役所　１号館24階　


協働と参画のプラットホーム内


★1号館ﾛﾋﾞｰ 高層階用エレベーターで


24階まで、お上がり下さい。


（エレベーターを降りて、右手の部屋です。）
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助成金交付





助成金額の確定





申請（2/15～2/26）








（助成金確定額が


助成予定額を


下回る場合あり）





窓口チェック





二次審査


（3月27、28日）





助成金交付決定・助成予定額決定





採用





不採用





書類審査





通知





事業費精算・支払、


事業実績報告書等作成





事業終了後３０日以内に


事業実績報告書等を提出





事業の実施


平成22年5月～22年12月





交付決定通知


（4月中旬）





テーマ


～これからの神戸づくりを踏まえた｢元気な神戸｣を発信する～





不採択通知


（4月中旬）





書き方見本





申請関係書類作成





申請書類の受け取り





ホームページからダウンロードできます





書き方見本





特定非営利活動法人子どもいきいきまちづくり之印








�


平成18年度


100万円以下


44件（無料26、有料18）


100～200万円


20件（無料4、有料16）


200万円以上


8件（無料2、有料6）


中止5件、辞退4件


不採用5件


合計86件


�


平成18年度　　　　平成19年度


助成率：３分の２ 　２分の1


限度額：50万円　　50万円


�


※公開審査会（参考）


１団体説明時間（10分）＋予備5分と仮定。1時間で４団体を審査。


審査グループ２６を３グループとし、午前３時間、午後3.5時間の合計6.5時間を審査すると仮定すると、78団体を審査できる。（審２査決定数：約66件。予算2000万円）





審査委員（案）


東氏、永吉氏、橋本氏、岡下氏、キラン氏、曹氏、洪氏、松原氏、山田氏





※応募数が大幅にある場合


１次審査として、公開審査前に78件までに絞り込む。
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